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９月１日から９月１日から
生活道路の法定速度が30km/hに変わります生活道路の法定速度が30km/hに変わります

30
最高速度

　９月１日から道路交通法施行令の一部が改正され、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線
などがない道路、いわゆる「生活道路」の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。町内にも該当
する道路が多くあるため、十分に気を付けて運転を行いましょう。

60km/h→30km/h に変更される道路の例

商店街や住宅地商店街や住宅地 通学路通学路 見通しが悪い道見通しが悪い道

▲詳細

☎地域防災課　989-5505

引き続き法定速度が60km/hの道路

中央線や車両通行帯が道路
標識や道路標示で明確に
示された一般道路

上り線と下り線が構造物に
よって物理的に分離されて
いる一般道路

自動車専用道路高速自動車国道のうち、本線
車道や加速・減速車線以外

中央線➡
（センターライン）
中央線➡
（センターライン） 植栽など➡植栽など➡

道路標識などで最高速度が
指定されている道路では、
その速度に従ってください
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　車両の速度が30km/hを超えると、歩行者と車両の事故では致死率が急激に高くなります。決められた
速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走りましょう。

運転者の皆さんへ

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/doro/Residential_roads.html

